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(57)【要約】
【課題】皮剥ぎ加工を行うことなく止水でき、優れた止
水性能を有する止水電線及びその製造方法を提供する。
【解決手段】止水電線１は、複数の導体素線２１からな
る導体２と、導体２を被覆する絶縁体３と、絶縁体３を
貫通する貫通孔３１と、貫通孔３１の孔内、導体２の外
表面と絶縁体３との隙間３０及び導体素線２１間の隙間
２０に充填された止水材４とを有している。止水電線１
は、導体２と、絶縁体３とを有する絶縁電線１０を準備
する準備工程と、絶縁体３の一部を外方に膨出させて膨
出部３２を形成する膨出工程と、膨出部３２における導
体素線２１間の隙間２０を拡げる隙間拡大工程と、膨出
部３２に形成した貫通孔３１を介して、貫通孔３１の孔
内、導体２の外表面と絶縁体３との隙間３０及び導体素
線２１間の隙間２０に止水材４を充填する止水工程とを
有している製造方法により製造することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の導体素線からなる導体と、
　該導体を被覆する絶縁体と、
　該絶縁体を貫通する貫通孔と、
　該貫通孔の孔内、上記導体の外表面と上記絶縁体との隙間及び上記導体素線間の隙間に
充填された止水材とを有している、止水電線。
【請求項２】
　端子が接続される端子接続部を両端に有しており、上記止水材は、上記端子接続部の間
における少なくとも一部に充填されている、請求項１に記載の止水電線。
【請求項３】
　複数の導体素線からなる導体と、該導体を被覆する絶縁体とを有する絶縁電線を準備す
る準備工程と、
　上記絶縁体の一部を外方に膨出させて膨出部を形成する膨出工程と、
　上記膨出部における上記導体素線間の隙間を拡げる隙間拡大工程と、
　上記膨出部に形成した貫通孔を介して、上記貫通孔の孔内、上記導体の外表面と上記絶
縁体との隙間及び上記導体素線間の隙間に止水材を充填する止水工程とを有している、止
水電線の製造方法。
【請求項４】
　上記止水工程において、上記膨出部内における上記導体素線間の隙間を狭めるとともに
上記膨出部を圧縮する、請求項３に記載の止水電線の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、止水電線及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば自動車の電子制御装置等の電子機器に接続される電線には、絶縁体の内側に存在
する隙間を介して電子機器へ浸入しようとする水分を遮断するための止水材が設けられて
いる。例えば特許文献１の電線止水構造は、被覆電線の絶縁体の一部を除去した後、露出
した芯線を溶接してなる芯線溶接部を有している。そして、芯線溶接部に存在する隙間に
低粘度の止水材が充填されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－１０９８４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１の芯線止水構造を形成する場合には、絶縁電線に皮剥ぎ加工を施し
て絶縁体を除去する必要がある。このような皮剥ぎ加工は作業工程が比較的複雑であるた
め、皮剥ぎ加工を行うことなく絶縁電線を止水する技術が求められている。
【０００５】
　また、上記芯線止水構造は、露出させた芯線を溶接する際に、芯線溶接部に形成される
隙間の大きさを制御することが難しいという問題がある。そのため、芯線溶接部に形成さ
れる隙間の大きさが過度に大きい、あるいは過度に小さい場合には、止水材が十分に充填
されず、隙間を塞ぐことが難しくなるおそれがある。
【０００６】
　本発明は、かかる背景に鑑みてなされたものであり、皮剥ぎ加工を行うことなく止水で
き、優れた止水性能を有する止水電線及びその製造方法を提供しようとするものである。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様は、複数の導体素線からなる導体と、
　該導体を被覆する絶縁体と、
　該絶縁体を貫通する貫通孔と、
　該貫通孔の孔内、上記導体の外表面と上記絶縁体との隙間及び上記導体素線間の隙間に
充填された止水材とを有している、止水電線にある。
【０００８】
　本発明の他の態様は、複数の導体素線からなる導体と、該導体を被覆する絶縁体とを有
する絶縁電線を準備する準備工程と、
　上記絶縁体の一部を外方に膨出させて膨出部を形成する膨出工程と、
　上記膨出部における上記導体素線間の隙間を拡げる隙間拡大工程と、
　上記膨出部に形成した貫通孔を介して、上記貫通孔の孔内、上記導体の外表面と上記絶
縁体との隙間及び上記導体素線間の隙間に止水材を充填する止水工程とを有している、止
水電線の製造方法にある。
【発明の効果】
【０００９】
　上記止水電線は、上記貫通孔の孔内、上記導体の外表面と上記絶縁体との隙間及び上記
導体素線間の隙間に充填されている止水材を有している。そのため、上記止水材は、上記
止水電線の一方の端部から上記絶縁体の内側に浸入した水分の移動を遮断し、水分が上記
止水電線の他方の端部まで到達することを防止することができる。また、上記止水材は、
上記貫通孔を介して上記絶縁体の内側へ水分が浸入することも防止することができる。そ
れ故、上記止水電線は優れた止水性能を有している。
【００１０】
　上記止水電線は、上記の態様の製造方法により作製することができる。上記製造方法に
おいては、上記膨出工程を行った後、上記隙間拡大工程において上記導体素線間の隙間が
拡げられる。そして、上記導体素線間の隙間を拡げた後に上記止水工程を行うことにより
、上記導体素線間の隙間を容易に止水材で塞ぐことができる。その結果、上記止水電線の
止水性能を向上させることができる。
【００１１】
　また、上記製造方法は、上記止水工程において、上記貫通孔を介して上記膨出部内に上
記止水材が充填される。それ故、上記絶縁体の皮剥ぎ加工を行うことなく上記絶縁電線を
止水し、止水電線を作製することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施例１における、止水電線の要部の断面図である。
【図２】実施例１における、膨出工程の一例を示す断面図である。
【図３】実施例１における、隙間拡大工程の一例を示す断面図である。
【図４】実施例１における、止水工程の一例を示す断面図である。
【図５】実施例２における、撚線の隙間拡大工程の一例を示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　上記止水電線において、導体は、複数の導体素線より構成されている。例えば、導体は
、複数の導体素線が同一方向に撚り合わされた撚線や、複数の導体素線が、撚り合わされ
ることなく束ねられた集合線として構成することができる。導体は、撚線から構成されて
いることが好ましい。この場合には、隙間拡大工程において、膨出部内に配置された導体
素線の撚りを解くことにより、導体素線間の隙間を容易に拡げることができる。その結果
、止水材により、上記導体素線間の隙間をより容易に塞ぐことができ、上記止水電線の止
水性能をより向上させることができる。
【００１４】
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　絶縁体は、上記膨出工程において膨出部を形成することができるものであれば、特に材
質を限定されることはない。絶縁体としては、例えば、塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹
脂及びポリプロピレン樹脂等の熱可塑性樹脂を用いることができる。熱可塑性樹脂は、加
熱により容易に軟化させることができるため、膨出工程において容易に膨出部を形成する
ことができる。それ故、この場合には、上記止水電線の生産性をより向上させることがで
きる。
【００１５】
　止水材は、上記貫通孔の孔内、上記導体の外表面と上記絶縁体との隙間及び上記導体素
線間の隙間に充填されている。ここで、導体の外表面と絶縁体との隙間とは、導体を構成
する複数の導体素線のうち最外周に配置された導体素線と絶縁体との間に形成される隙間
をいう。
【００１６】
　止水材は、軸方向における止水電線の全長に亘って充填されていてもよく、軸方向にお
ける一部のみに充填されていてもよい。止水材の使用量を低減する観点から、止水材は、
軸方向における止水電線の一部のみに充填されていることが好ましい。この場合には、止
水電線の全長に亘って止水材を充填する場合に比べて止水材の使用量を低減することがで
きる。また、軸方向における止水電線の少なくとも一部に止水材が充填されていれば、絶
縁体の内側に浸入した水分の移動を遮断することができる。
【００１７】
　また、上記止水電線は、端子が接続される端子接続部を両端に有しており、上記止水材
は、上記端子接続部の間における少なくとも一部に充填されていることが好ましい。即ち
、上記端子接続部には止水材が充填されていないことが好ましい。この場合には、止水電
線に端子を取り付ける作業において、端子接続部の皮剥ぎ加工を容易に行うことができる
。それ故、止水電線に端子を取り付ける作業の作業性をより向上させることができる。
【００１８】
　止水電線が両端に端子接続部を有している場合には、止水材の使用量をより低減する観
点から、上記端子接続部の間における一部のみに止水材が充填されていることがより好ま
しい。
【００１９】
　止水材としては、例えば、熱可塑性アクリル樹脂等の熱可塑性樹脂、アクリル系エラス
トマー等の熱可塑性エラストマー、加熱硬化型シリコーン樹脂やエポキシ樹脂等の熱硬化
性樹脂、加熱硬化型シリコーンゴム等の熱硬化性エラストマー、湿気硬化型シリコーン樹
脂等の湿気硬化性樹脂、湿気硬化型シリコーンゴム等の湿気硬化性エラストマー、ＵＶ硬
化型アクリル系樹脂等のＵＶ硬化性樹脂及びＵＶ硬化性エラストマー等を用いることがで
きる。
【００２０】
　止水材としては、未硬化の状態で液状を呈する、熱硬化性樹脂や熱硬化性エラストマー
を用いることが好ましい。このような止水材は、止水工程において、上記絶縁体の貫通孔
を介して膨出部の内部に容易に充填することができる。また、液状の熱硬化性樹脂は、上
記導体の外表面と上記絶縁体との隙間及び上記導体素線間の隙間を容易に塞ぐことができ
る。そして、上記貫通孔の孔内、上記導体の外表面と上記絶縁体との隙間及び上記導体素
線間の隙間に未硬化の熱硬化性樹脂を満たした後、熱硬化性樹脂を硬化させることにより
、絶縁電線をより容易に止水することができる。
【００２１】
　止水材としては、絶縁体や導体素線との接着性が高い、熱硬化性樹脂や熱硬化性エラス
トマーを用いることがより好ましい。具体的には、加熱硬化型シリコーンゴム、加熱硬化
型シリコーン樹脂及びエポキシ樹脂を止水材として用いることがより好ましい。この場合
には、止水材と絶縁体との界面や、止水材と導体素線との界面に水分が浸入することをよ
り効果的に抑制することができる。その結果、上記止水電線の止水性能をより向上させる
ことができる。
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【００２２】
　上記止水電線は、上述したように、準備工程、膨出工程、隙間拡大工程及び止水工程を
順次行うことにより製造することができる。
【００２３】
　上記準備工程では、複数の導体素線からなる導体と、該導体を被覆する絶縁体とを有す
る絶縁電線が準備される。上述したように、膨出工程において膨出部を容易に形成する観
点から、熱可塑性樹脂より構成された絶縁体を有する絶縁電線を準備することが好ましい
。
【００２４】
　膨出工程では、上記絶縁体の一部を外方に膨出させて膨出部が形成される。絶縁体を膨
出させる方法としては、例えば、絶縁体の内側における圧力を外側における圧力よりも相
対的に高くすることにより、絶縁体の一部を膨出させる方法をとることができる。即ち、
例えば、絶縁電線の端末から絶縁体の内側に圧縮空気等を送り込むことにより、絶縁体の
一部を膨らませることができる。また、絶縁体の内側の圧力を保ちつつ絶縁体の外側を減
圧することにより絶縁体の一部を膨らませてもよい。さらに、絶縁体を外側から吸引する
ことにより、絶縁体の一部を膨らませることもできる。
【００２５】
　隙間拡大工程では、上記膨出部における上記導体素線間の隙間が拡げられる。例えば導
体が撚線である場合には、上記膨出部における軸方向の一端を固定し、他端を周方向に捻
回して膨出部内における導体素線の撚りを解くことにより、導体素線間の隙間を拡げるこ
とができる。また、導体が集合線である場合には、上記膨出部を軸方向に押し縮めて導体
素線を撓ませることにより、導体素線間の隙間を拡げることができる。上述したように、
導体素線間の隙間をより容易に拡げる観点からは、導体が撚線から構成されていることが
好ましい。
【００２６】
　止水工程では、まず、膨出部に、絶縁体の外周面から内周面までを貫通する貫通孔が形
成される。次いで、貫通孔を介して膨出部内に止水材が充填される。このとき、膨出部内
及び貫通孔の孔内が満たされるまで止水材を充填することにより、上記貫通孔の孔内、上
記導体の外表面と上記絶縁体との隙間及び上記導体素線間の隙間に止水材を充填すること
ができる。
【００２７】
　止水工程においては、止水材の充填が完了した後に、上記膨出部内における上記導体素
線間の隙間を狭めるとともに上記膨出部を圧縮する作業を行ってもよい。これらの作業を
行うことにより、止水材を膨出部の内表面や導体素線により密着させ、止水材と絶縁体と
の界面や、止水材と導体素線との界面に水分が浸入することをより効果的に抑制すること
ができる。その結果、上記止水電線の止水性能をより向上させることができる。
【００２８】
　止水工程において、上述したように導体素線間の隙間を狭めるとともに膨出部を圧縮す
る場合には、膨出部内及び貫通孔の孔内が満たされる前に止水材の充填を停止してもよい
。上記膨出部を圧縮することにより、上記貫通孔の孔内、上記導体の外表面と上記絶縁体
との隙間及び上記導体素線間の隙間に止水材を充填することができる。
【００２９】
　膨出部の圧縮は、種々の態様により行うことができる。例えば、周方向の全周から膨出
部を圧縮することにより、膨出部の外径を、その周囲の外径に容易に近づけることができ
る。この場合には、止水電線の扱い易さを通常の絶縁電線と同等にすることができる。
【実施例】
【００３０】
（実施例１）
　上記止水電線及びその製造方法の実施例について、図を用いて説明する。図１に示すよ
うに、止水電線１は、複数の導体素線２１からなる導体２と、導体２を被覆する絶縁体３
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と、絶縁体３を貫通する貫通孔３１と、貫通孔３１の孔内、導体２の外表面と絶縁体３と
の隙間３０及び導体素線２１間の隙間２０に充填された止水材４とを有している。
【００３１】
　本例の止水電線１は、複数の導体素線２１からなる導体２と、導体２を被覆する絶縁体
３とを有する絶縁電線１０を準備する準備工程と、絶縁体３の一部を外方に膨出させて膨
出部３２を形成する膨出工程（図２参照）と、膨出部３２における導体素線２１間の隙間
２０を拡げる隙間拡大工程（図３参照）と、膨出部３２に形成した貫通孔３１を介して、
貫通孔３１の孔内、導体２の外表面と絶縁体３との隙間３０及び導体素線２１間の隙間２
０に止水材４を充填する止水工程（図４参照）とを有する、止水電線１の製造方法により
製造することができる。
【００３２】
　以下、止水電線１の詳細な構成を、その製造方法とともに詳説する。
【００３３】
　準備工程においては、複数の導体素線２１からなる導体２と、導体２を被覆する絶縁体
３とを有する絶縁電線１０が準備される。本例の止水電線１における導体２は、７本の導
体素線２１が束ねられた集合線である。また、絶縁体３は、熱可塑性樹脂より構成されて
いる。
【００３４】
　膨出工程においては、図２に示すように、絶縁体３の一部を径方向の外方に膨出させる
ことにより、膨出部３２が形成される。膨出工程は、例えば、絶縁電線１０の外径と同一
の内径を有する電線保持孔５１と、電線保持孔５１の途中部分に形成され、絶縁電線１０
の外径よりも大きい内径を有するキャビティ５２とを有する金型５を用い、以下のように
して行うことができる。
【００３５】
　まず、金型５における電線保持孔５１及びキャビティ５２に絶縁電線１０を挿入する。
次いで、金型５を加熱して絶縁体３を軟化させる。その後、径方向の外方から絶縁体３を
吸引することにより、キャビティ５２内の絶縁体３を径方向の外方に膨出させることがで
きる（図２、矢印１００）。その後、絶縁電線１０を金型５から取り出すことにより、キ
ャビティ５２の形状に対応した膨出部３２を形成することができる。
【００３６】
　なお、上記の方法に替えて、キャビティ５２内を大気圧に保ちつつ絶縁体３の内側を加
圧する、あるいは、絶縁体３の内側を大気圧に保ちつつキャビティ５２内を減圧する等の
方法によっても、キャビティ５２の形状に対応した膨出部３２を形成することができる。
【００３７】
　膨出部３２を形成した後、膨出部３２における導体素線２１間の隙間２０を拡げる隙間
拡大工程を行う。本例のように導体２が集合線である場合には、例えば図３に示すように
、膨出部３２を絶縁電線１０の軸方向に圧縮することにより（矢印１０１）、導体素線２
１を撓ませることができる（矢印１０２）。その結果、導体素線２１間の隙間２０を拡げ
ることができる。
【００３８】
　導体素線２１間の隙間２０を拡げた後、膨出部３２内に止水材４を充填する止水工程を
行う。本例の止水材４は、未硬化の状態で液状を呈する熱硬化性樹脂４１より構成されて
いる。止水工程においては、例えば吐出装置のノズル（図示略）を膨出部３２内に刺し込
むことにより、貫通孔３１が形成される。そして、ノズルから未硬化の熱硬化性樹脂４１
１を吐出させることにより、導体２の外表面と絶縁体３との隙間３０及び導体素線２１間
の隙間２０に熱硬化性樹脂４１１を充填することができる。
【００３９】
　本例においては、膨出部３２内を熱硬化性樹脂４１１で満たした後に、図４に示すよう
に、膨出部３２内における導体素線２１間の隙間２０を狭める作業を行い、次いで膨出部
３２を周方向の全周から圧縮する作業を行う。
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【００４０】
　具体的には、絶縁電線１０の軸方向の両側から膨出部３２を引っ張ることにより（矢印
１０３）、熱硬化性樹脂４１１が充填された状態で導体素線２１間の隙間２０を狭めるこ
とができる。その後、膨出部３２を周方向の全周から圧縮することにより（矢印１０４）
、膨出部３２の外径を縮小させることができる。このとき、絶縁体３を加熱して軟化させ
た状態で膨出部３２の圧縮作業を行ってもよい。
【００４１】
　そして、膨出部３２の圧縮に伴って貫通孔３１から流出した熱硬化性樹脂４１１を拭き
取った後、膨出部３２内に存在する熱硬化性樹脂４１１を硬化させる。以上により、止水
電線１を得ることができる。
【００４２】
　本例の止水電線１は、貫通孔３１の孔内、導体２の外表面と絶縁体３との隙間３０及び
導体素線２１間の隙間２０に充填されている止水材４を有している。そのため、絶縁体３
の内側に浸入した水分の移動を止水材４により遮断することができる。また、止水材４は
、貫通孔３１の孔内にも充填されているため、貫通孔３１から絶縁体３の内側への水分の
浸入も防止することができる。それ故、絶縁電線１０は優れた止水性能を有している。
【００４３】
　また、本例の製造方法においては、膨出工程を行った後、隙間拡大工程において導体素
線２１間の隙間２０が拡げられる。そして、導体素線２１間の隙間２０を拡げた後に止水
工程を行うことにより、導体素線２１間の隙間２０を容易に止水材４で塞ぐことができる
。その結果、絶縁電線１０の止水性能を向上させることができる。
【００４４】
　また、本例の製造方法は、止水工程において、貫通孔３１を介して膨出部３２内に未硬
化の熱硬化性樹脂４１１が充填される。それ故、絶縁体３の皮剥ぎ加工を行うことなく絶
縁電線１０を止水し、止水電線１を作製することができる。
【００４５】
　また、本例の製造方法は、止水工程において、熱硬化性樹脂４１１の充填が完了した後
に、膨出部３２内における導体素線２１間の隙間を狭めるとともに膨出部３２を圧縮する
作業を行う。そのため、止水材４を膨出部３２の内表面や導体素線２１により密着させ、
止水材４と絶縁体３との界面や、止水材４と導体素線２１との界面に水分が浸入すること
をより効果的に抑制することができる。その結果、止水電線１の止水性能をより向上させ
ることができる。
【００４６】
（実施例２）
　本例は、導体２０２として撚線を用いた場合の隙間拡大工程の例である。本例の止水電
線（図示略）は、図５に示すように、複数の導体素線２１が同一方向に撚り合わされた撚
線からなる導体２０２を有している。
【００４７】
　本例の止水電線は、例えば以下の方法により作製することができる。まず、準備工程に
おいて、撚線からなる導体２０２と、導体２０２を被覆する絶縁体３とを有する絶縁電線
１２を準備する。次いで、実施例１と同様に膨出工程を行うことにより、膨出部３２を形
成することができる。
【００４８】
　隙間拡大工程においては、絶縁電線１２の軸方向における膨出部３２の一端３２１を固
定し、他端３２２を周方向に捻回して膨出部３２に配置された導体素線２１の撚りを解く
（矢印１０５）。これにより、導体素線２１間の隙間２０を拡げることができる。その後
、実施例１と同様に止水工程を行うことにより、止水電線を作製することができる。
【００４９】
　また、止水工程において、隙間拡大工程とは逆方向に膨出部３２を捻回することにより
、導体素線２１を再び撚り合わせ、導体素線２１間の隙間２０を狭めることができる。そ
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て用いた符号と同一のものは、特に説明のない限り実施例１と同様の構成要素等を表す。
【００５０】
　本例のように、撚線からなる導体２０２を有する絶縁電線１２は、膨出部３２内に配置
された導体素線２１の撚りを解くことにより、導体素線２１間の隙間２０をより容易に拡
げることができる。また、この場合には、膨出部３２内の導体素線２１を再び撚り合わせ
ることも容易である。それ故、撚線から構成された導体２０２を有する絶縁電線１２を用
いることにより、隙間拡大工程の作業性をより向上させることができ、ひいては止水電線
の生産性をより向上させることができる。その他、実施例１と同様の作用効果を奏するこ
とができる。
【００５１】
　なお、上記止水電線及びその製造方法は、上述した実施例１及び実施例２の態様に限定
されるものではなく、その趣旨を損なわない範囲で適宜構成を変更することができる。例
えば、実施例１では、止水工程において膨出部３２内における導体素線２１間の隙間２０
を狭めるとともに膨出部３２を圧縮する作業を行う例を示したが、これらの作業を行わず
に熱硬化性樹脂４１を硬化させてもよい。
【符号の説明】
【００５２】
　１　止水電線
　１０、１２　絶縁電線
　２、２０２　導体
　２０　隙間
　２１　導体素線
　３　絶縁体
　３０　隙間
　３１　貫通孔
　３２　膨出部
　４　止水材
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